
本本  書書  のの  特特  徴徴  とと  構構  成成

令和元年会社法改正完全対応 
・令和元年会社法改正に対応する問題を掲載！ 

・問題・解説を改正会社法に合わせて全面的に改訂！ 

見開き２頁で学習が完結 
・左頁に問題肢，右頁に解答解説を掲載，見開き２頁で学習が完結！ 

すべての肢に，重要度に応じ

たランク付けがなされてい

ます 

※※各各ラランンククのの意意味味はは次次のの通通りり。。

Ａ：必ず覚えるべき知識に関す

る肢 

Ｂ：Ａと比較すると難度が高い

肢 

Ｃ: Ａ・Ｂと比較すると出題の

可能性が低い知識に関する

肢 

いずれも受験に必須の知識で

すが，特にＡ，Ｂランクの肢は

確実にマスターしましょう。 

主要な本試験過去問を網羅し

ています

※※重重要要論論点点にに関関すするる知知識識はは繰繰りり

返返しし問問わわれれてていいまますす。。  

過去問を解くことは，本試験

のレベル，どの分野が重要なの

か，さらには本試験の出題傾向

を知る上で不可欠です。本書で

は，主要な本試験の問題を肢ご

とにばらして掲載しています。

本書の問題を解くことで，主要

な過去問のすべてにあたること

ができます。なお，過去問につ

いては出題年度と問題番号を明

記しました。平成26年度第Ⅱ回

の第３問は（26後－３），令和２

年度第Ⅰ回の第１問は（R2前－

１）と記載しました。 

問題番号の左にチェックボ

ックスを設けました。 

※※問問題題をを解解いいたたらら結結果果ををチチェェッックク

ボボッッククススにに記記入入ししままししょょうう。。  

正解だったら「○」，不正解なら

「×」，正解はしたものの知識に自

信がなかったら「△」を記入しま

しょう。 



解説にもチェックボックスが

あります 

※※解解説説をを読読んんだだららチチェェッッククボボッッククススにに

理理解解のの程程度度をを記記入入ししままししょょうう。。  

解説を理解し記憶に定着したなら

ば「○」，理解はできたけど記憶への

定着に自信がなかったら「△」，理解

が不十分と思ったら「×」を記入し

ましょう。 

日付記入欄もあります 

※※問問題題をを解解きき解解説説をを理理解解しし

たたなならら，，日日付付をを記記入入ししまましし

ょょうう。。  

学習の進捗状況をチェック

できます。 

問題文に対応した位置に解

説が掲載されています 

※※解解答答，，解解説説のの確確認認がが迅迅速速ににでで

ききまますす。。  

一肢ごとに問題を解くときで

も，目をそのまま右に移せば，

すぐに正解，解説がわかるので，

時間の無駄なく学習をすすめら

れます。 

余白が多いので，自分用に

カスタマイズ可能です 

※※関関連連知知識識，，知知識識のの整整理理ののたためめ

のの図図表表等等をを書書きき込込みみままししょょうう。。

自分の理解を深めるために，

また，講義を受けて，答練を受

けて関連知識に気づいたら，余

白にどんどん書き込んで，自分

専用の肢別チェックにカスタマ

イズすることが可能です。余白

も是非活用してください。 

間違いをどう直せばいいかが一目でわかります 

※※間間違違いいをを含含むむ肢肢はは，，正正ししいい内内容容のの肢肢にに直直ししてて記記憶憶ししままししょょうう。。  

問題を解いて，正解，不正解を確認するだけでは，単なる作業に過

ぎません。間違いを含む肢は，正しい肢に直した上でその知識を覚え

るようにしましょう。本書は，間違いを含む肢をどのように直せば正

しい内容の肢になるのかが一目でわかるよう，解説の冒頭にゴシック

で直すべき点を明示しました。 

条文番号も明示されていま

す 

※※余余裕裕ががああっったたらら条条文文をを確確認認しし

ままししょょうう。。  

本試験で問われるのは，主と

して条文の知識です。余裕があ

ったら六法で条文を確認しまし

ょう。解説で理解したことを条

文の文言で確認することで，記

憶への定着をより図ることがで

きます。 



企業法肢別チェックは，短答式本試験において大部分を占める正誤問題対策のための最適な問題

集です。この問題集を数回繰り返し解くことで，自然に一肢ごとの正誤判断を素早く，正確に行う

ことができるようになると同時に，自分にとっての苦手分野や論点を明確にすることができます。

では，本書の使い方の一例を，以下にできるだけ具体的にお示しします。 

本本  書書  のの  使使  いい  方方  

問 題 を 解 く 
まずは，順番に問題を解いていきましょう。 

①一肢解くごとに，または，ある程度まとまった量の肢を一気に解いてから答

えを見るようにしましょう。 

・講義の復習時に知識の定着のために解く場合は一肢ごとに，答練，本試験の準備と

して知識の確認のため解くときはまとまった量を一気に解くといいでしょう。 

②解答時間は，一肢につき数十秒程度を目安にしてください。 

・時間内に判断できなさそうだったら，各肢の左端にあるチェックボックスに「？」

と記入しておきます。一肢解くのに長く考えすぎないようにしてください。 

答 合 わ せ を す る 
さあ，それでは答え合わせです。初めての問題で，できなかったものがあっ

てもがっかりすることはありません。ここからが，実力アップのスタートです。

●チェックボックスを使って，足跡を残しましょう。 

・正解できた肢には「○」を記入 

・不正解だった肢には「×」を記入 

・正解できたけど，次も正解できるか不安だと思ったら「△」を記入 



解 き 直 し を す る 
さて，全部の問題を一回解きましたね。失礼ながら，この段階ですべての問

題を正解したという方は，ほとんどいらっしゃらないと思います。知識を記憶

に定着させるために，解き直しをしましょう。この解き直しが，皆さんの実力

を伸ばす最も重要な段階ですから，必ず実行してください。 

①解き直す問題を絞り込みましょう。 

・最低限，答え合わせのときに，チェックボックスに「×」や「△」を付けた肢は解

き直しましょう。時間が経って記憶が衰えてくると「○」を付けた肢であっても正

解できなくなることがあるので，「○」を付けた肢についても，きちんと記憶が定着

するまでは可能な限り解き直すとよいでしょう。解き直しの際も，解き直しの結果

(○×△)を２つ目のチェックボックスに記入し，１回目と同様，解説を読み込みま

しょう。 

②２回目が終わったら，３回目にチャレンジしましょう。 

・理想としては，３回目に全部の肢に「○」が付くことです。 

・解き直しの３回目に，「×」や「△」が残ってしまっても，クヨクヨ悩むことはあり

ません。なぜなら，少なくともそれらの肢に関する理解不足が分かったということ

で，本試験直前にもう一度結論だけを押さえ直せばよいのですから。 

解 説 を 読 む 
はっきり言って，答え合わせまでは単なる作業に過ぎません。ここからが本

当の勉強です。 

①不正解だった肢はもちろん，正解した肢であっても。きちんと解説を読んで

ください。 

・正解した肢については，○肢(内容に誤りがない肢)は自分が正しいと判断した根拠，

×肢(内容に誤りがある肢)は自分が誤りと判断した根拠が合っていたかを，解説で

確認しましょう。 

・不正解だった肢については，なぜその肢が○肢なのか，なぜその肢が×肢なのかの

根拠(理由)を，解説を読んで確認してください。特に×肢については，誤った内容

を○肢になるよう正しく直した上で，その知識を覚えるようにしましょう。 

②必要に応じて，テキスト，六法を確認してください。 

・解説を読んだだけでは正誤の判断に自信が持てない場合，解説の内容に疑問が生じ

たときは，それぞれの基本書として使用しているテキストに戻り，該当箇所を確認

しましょう。 

③解説ページのチェックボックス等を使って足跡を残しましょう。 

・解説ページのチェックボックスは，解答（○または×）の理由が本当に理解できて

いるかどうかの確認に使ってください。 

・解説ページの右上の日付記入欄に問題を解いた日の日付を記入しましょう。学習の

ペースの確認に役立ちます。 
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第６章 代表取締役 ................................................................... 194 

１．代表取締役の意義及び設置 .................................................................. 194 

２．代表取締役の員数 .......................................................................... 194 

３．代表取締役の任期 ※この項目に関する肢はありません ......................................... 194 

４．代表取締役の選定及び終任 .................................................................. 190 

５．代表取締役の権限 .......................................................................... 196 

６．代表取締役の権限濫用と専断的行為 .......................................................... 198 

７．表見代表取締役 ............................................................................ 198 

第７章 監査役 ....................................................................... 200 

１．監査役の意義 ※この項目に関する肢はありません ............................................. 200 

２．監査役の資格 .............................................................................. 200 
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３．監査役の員数 .............................................................................. 202 

４．監査役の任期 .............................................................................. 202 

５．監査役の選任・終任 ........................................................................ 202 

６．監査役の報酬と費用 ........................................................................ 204 

７．監査役の権限・義務 ........................................................................ 204 

８．監査役の責任 .............................................................................. 212 

９．社外監査役 ................................................................................ 214 

10．監査役非設置会社における株主による監督（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く） 214 

 

第８章 監査役会 ..................................................................... 214 

１．総説 ...................................................................................... 214 

２．監査役会の権限 ............................................................................ 216 

３．監査役会の運営 ............................................................................ 216 

第９章 会計参与 ..................................................................... 218 

１．会計参与の意義 ※この項目に関する肢はありません ........................................... 218 

２．会計参与の資格 ............................................................................ 218 

３．会計参与の員数 ............................................................................ 218 

４．会計参与の任期 ............................................................................ 220 

５．会計参与の選任・終任 ...................................................................... 220 

６．会計参与の報酬と費用 ...................................................................... 222 

７．会計参与の権限・義務 ...................................................................... 222 

８．会計参与の責任 ............................................................................ 224 

第 10章 会計監査人 .................................................................. 224 

１．会計監査人の意義 .......................................................................... 224 

２．会計監査人の資格 .......................................................................... 226 

３．会計監査人の員数 .......................................................................... 226 

４．会計監査人の任期 .......................................................................... 226 

５．会計監査人の選任・再任・終任 .............................................................. 226 

６．会計監査人の報酬 .......................................................................... 228 

７．会計監査人の権限・義務 .................................................................... 230 

８．会計監査人と監査役の権限関係 ※この項目に関する肢はありません ............................. 232 

９．会計監査人の責任 .......................................................................... 232 

第 11章 指名委員会等設置会社 ......................................................... 232 

１．総論 ...................................................................................... 232 

２．指名委員会等設置会社の取締役・取締役会 .................................................... 232 

３．委員会（「指名委員会等」） .................................................................. 236 

４．執行役 .................................................................................... 242 

５．代表執行役 ................................................................................ 244 

６．執行役の責任 .............................................................................. 246 

第 12章 監査等委員会設置会社 ......................................................... 246 

１．意義 ※この項目に関する肢はありません .................................................... 246 

２．機関構成 .................................................................................. 246 

３．監査等委員会 .............................................................................. 250 

 

第五編 資金調達 

第１章 募集株式の発行等 ............................................................. 258 

１．資金調達総説 ※この項目に関する肢はありません ............................................. 258 
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２．募集株式の発行等の意義 ※この項目に関する肢はありません ................................... 258 

３．新株発行 .................................................................................. 258 

第２章 募集事項の決定 ............................................................... 258 

１．決定事項 .................................................................................. 258 

２．決定機関 .................................................................................. 258 

第３章 募集株式の申込み・割当て・引受け .............................................. 262 

１．募集株式の申込み .......................................................................... 262 

２．募集株式の割当て .......................................................................... 262 

３．総数引受けの場合－申込み・割当ての例外 .................................................... 264 

４．募集株式の引受け ※この項目に関する肢はありません ......................................... 264 

５．申込み（引受け）の瑕疵－引受けの無効又は取消しの制限 ....................................... 264 

 第４章 出資の履行等 ............................................................... 264 

１．出資の履行等 .............................................................................. 264 

２．株主となる日 .............................................................................. 266 

３．失権株式 .................................................................................. 266 

第５章 募集株式の発行等の効力発生等 .................................................. 266 

１．募集株式の発行等の効力発生時期と変更登記 .................................................. 266 

２．払込金額が不公正な場合・出資された財産等の価額が不足する場合の責任 ......................... 268 

３．仮装払込みの関与者の責任 .................................................................. 268 

４．違法発行に対する措置 ...................................................................... 270 

第６章 新株予約権 ................................................................... 274 

１．新株予約権の意義 .......................................................................... 274 

２．募集新株予約権の発行 ...................................................................... 274 

３．新株予約権の譲渡 .......................................................................... 280 

４．新株予約権の行使 .......................................................................... 282 

５．新株予約権無償割当て ※この項目に関する肢はありません ..................................... 282 

６．違法発行に対する措置 ...................................................................... 284 

 

第六編 社債 

第１章 社債の意義 ................................................................... 288 

第２章 社債と株式の異同 ............................................................. 288 

１．株式と社債の共通点 ※この項目に関する肢はありません ....................................... 288 

２．株式と社債の相違点 ........................................................................ 288 

第３章 社債の発行 ................................................................... 290 

１．募集社債の発行手続 ........................................................................ 290 

２．社債券の発行 .............................................................................. 292 

第４章 社債の管理 ................................................................... 294 

１．社債原簿 .................................................................................. 294 

２．社債管理者 ................................................................................ 296 

３．社債管理補助者 ............................................................................ 298 

４．社債権者集会 .............................................................................. 300 

第５章 社債の譲渡 ※この項目に関する肢はありません .................................. 304 

１．社債券を発行しない場合 .................................................................... 304 

２．社債券を発行する場合 ...................................................................... 306 

第６章 利息の支払・償還 ............................................................. 306 
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１．利息の支払 ※この項目に関する肢はありません ............................................... 306 

２．社債の償還 ................................................................................ 306 

 

第七編 計算 

第１章 計算書類その他 ............................................................... 310 

１．総説 ...................................................................................... 310 

２．会計の原則 ※この項目に関する肢はありません ............................................... 310 

３．会計帳簿 .................................................................................. 310 

４．計算書類等 ................................................................................ 310 

５．株主の経理検査権 .......................................................................... 316 

６．臨時計算書類 .............................................................................. 320 

７．連結計算書類 .............................................................................. 322 

第２章 資本金・準備金・剰余金 ........................................................ 324 

１．総論 ※この項目に関する肢はありません .................................................... 324 

２．資本金 .................................................................................... 324 

３．準備金 .................................................................................... 328 

４．剰余金 .................................................................................... 330 

５．任意積立金 ※この項目に関する肢はありません ............................................... 332 

第３章 剰余金の配当 ................................................................. 332 

１．利益分配の必要性とその方法 ※この項目に関する肢はありません ............................... 332 

２．剰余金配当規制の必要性 ※この項目に関する肢はありません ................................... 332 

３．手続規制 .................................................................................. 332 

４．財源規制 .................................................................................. 336 

５．違法配当 .................................................................................. 338 

 

第八編 定款変更 

１．定款変更の意義 ※この項目に関する肢はありません ........................................... 342 

２．定款変更の手続 ............................................................................ 342 

３．発行可能株式総数 .......................................................................... 342 

 

第九編 事業譲渡と組織再編 

第１章 事業譲渡等 ................................................................... 348 

１．総論 ※この項目に関する肢はありません .................................................... 348 

２．事業譲渡（467条１項１号・２号・３号） ..................................................... 348 

３．株主保護手続 .............................................................................. 348 

４．債権者保護手続 ............................................................................ 352 

５．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 352 

６．譲渡会社の競業避止義務（21条） ※この項目に関する肢はありません ........................... 354 

７．事業譲渡等に属するその他の行為（467条１項２号の２・４号） ................................. 354 

８．事後設立（467条１項５号） ................................................................. 354 

第２章 組織再編行為－総説............................................................ 354 

１．組織再編の種類 ※この項目に関する肢はありません ........................................... 354 

２．組織再編の類型 ※この項目に関する肢はありません ........................................... 354 

３．吸収型と新設型の相違点 .................................................................... 356 

４．事前・事後の開示 ※この項目に関する肢はありません ......................................... 358 

５．組織再編の瑕疵を争う訴え .................................................................. 360 
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第３章 組織変更 ..................................................................... 360 

１．組織変更の意義 ............................................................................ 360 

２．手続の流れ ※この項目に関する肢はありません ............................................... 360 

３．株式会社が持分会社になる場合の手続 ........................................................ 360 

４．持分会社が株式会社になる場合の手続 ........................................................ 362 

第４章 合併 総説 ................................................................... 364 

１．合併の意義 ※この項目に関する肢はありません ............................................... 364 

２．合併の可否 ................................................................................ 364 

３．合併の効果 ................................................................................ 364 

４．株主・債権者保護の要否 ※この項目に関する肢はありません ................................... 364 

第５章 吸収合併 ..................................................................... 364 

１．手続の流れ ※この項目に関する肢はありません ............................................... 364 

２．吸収合併契約 .............................................................................. 366 

３．株主保護手続 .............................................................................. 370 

４．債権者保護手続 ............................................................................ 364 

５．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 372 

６．吸収合併の効力発生・登記 .................................................................. 374 

第６章 新設合併 ..................................................................... 374 

１．手続の流れ ※この項目に関する肢はありません ............................................... 368 

２．新設合併契約 .............................................................................. 376 

３．株主保護手続 .............................................................................. 376 

４．債権者保護手続 ※この項目に関する肢はありません ........................................... 376 

５．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 376 

６．新設合併の効力発生・登記 .................................................................. 376 

第７章 会社分割 総説 ............................................................... 378 

１．会社分割の意義 ............................................................................ 378 

２．会社分割の可否 ............................................................................ 378 

３．事業譲渡と会社分割の共通点及び相違点 ※この項目に関する肢はありません ..................... 378 

４．株主・債権者保護の要否 ※この項目に関する肢はありません ................................... 378 

第８章 吸収分割 ..................................................................... 380 

１．手続の流れ ※この項目に関する肢はありません ............................................... 380 

２．吸収分割契約 ※この項目に関する肢はありません ............................................. 380 

３．株主保護手続 .............................................................................. 382 

４．債権者保護手続 ............................................................................ 382 

５．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 382 

６．吸収分割の効力発生・登記 .................................................................. 382 

第９章 新設分割 ..................................................................... 384 

１．手続の流れ ................................................................................ 384 

２．新設分割計画 .............................................................................. 384 

３．株主保護手続 .............................................................................. 384 

４．債権者保護手続 ............................................................................ 386 

５．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 386 

６．新設分割の効力発生・登記 .................................................................. 388 

第 10章 株式交換・株式移転 総説 ..................................................... 388 

１．株式交換・株式移転の意義 .................................................................. 388 

２．株式交換・株式移転の可否 .................................................................. 388 

３．株主・債権者保護の要否 ※この項目に関する肢はありません ................................... 390 
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第11章 株式交換 .................................................................... 390 

１．株式交付の意義 ※この項目に関する肢はありません ........................................... 390 

２．株式交換契約 ※この項目に関する肢はありません ............................................. 390 

３．株主保護手続 .............................................................................. 390 

４．債権者保護手続 ............................................................................ 392 

５．株主・債権者保護共通の手続 ※この項目に関する肢はありません ............................... 392 

６．株式交換の効力発生・登記 .................................................................. 392 

第 12章 株式移転 .................................................................... 394 

１．手続の流れ ※この項目に関する肢はありません ............................................... 394 

２．株式移転計画 .............................................................................. 394 

３．株主保護手続 .............................................................................. 394 

４．債権者保護手続 ............................................................................ 396 

５．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 396 

６．株式移転の効力発生・登記 .................................................................. 398 

第 13章 株式交付 .................................................................... 398 

１．株式交付の意義 ............................................................................ 398 

２．株式交付の可否 ............................................................................ 398 

３．株主・債権者保護の要否 ※この項目に関する肢はありません ................................... 398 

４．手続の流れ ※この項目に関する肢はありません ............................................... 398 

５．株式交付計画 .............................................................................. 398 

６．株主保護手続 .............................................................................. 400 

７．債権者保護手続 ............................................................................ 400 

８．株主・債権者保護共通の手続 ................................................................ 402 
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第 14章 持分会社の組織再編........................................................... 402 
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２．合併 ...................................................................................... 402 

３．会社分割 .................................................................................. 402 

４．株式交換・株式移転 ※この項目に関する肢はありません ....................................... 402 

 

第十編 解散・清算 

１．会社の解散 ................................................................................ 406 

２．清算 ...................................................................................... 406 

 

第十一編 持分会社 
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２．出資 ...................................................................................... 416 

３．設立の瑕疵 ................................................................................ 418 
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１．業務執行 .................................................................................. 422 

２．会社代表 .................................................................................. 424 
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１．加入 ...................................................................................... 426 

２．退社 ...................................................................................... 426 

３．退社に伴う持分の払戻し .................................................................... 428 
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１．定款変更 .................................................................................. 434 

２．解散・清算 ................................................................................ 434 
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第１章 総説 

□□□１ 

Ｂ 

設立しようとする株式会社が公開会社でない場合には，発起設立の方法によらなければなら

ない。（R5前-3） 

 

第２章 発起人 

１．発起人の意義等 

□□□１ 

Ａ 

 

□□□２ 

Ａ 

発起人は，設立しようとする株式会社が公開会社である場合には，３人以上でなければなら

ない。（R5後-3） 

 

法人は発起人となることができない。（28後-4，13-4類題，23前-2類題，R2後-3） 

 

 

２．設立中の会社 ※この項目に関する肢はありません 

 

第３章 根本規則の確定（定款の作成） 

１．定款の意義 ※この項目に関する肢はありません 

 

２．定款の作成 

□□□１

Ａ 

 

□□□２

Ａ 

 

□□□３ 

Ａ 

 

□□□４ 

Ａ 

 

 

 

□□□５ 

Ａ 

株式会社を設立するには，発起人が定款を作成し，その全員がこれに署名し，又は記名押印

しなければならない。（27後-3） 

 

株式会社の定款は，書面をもって作成されているときには，発起人の全員が署名し，又は記

名押印することにより効力を生じる。（29前-4） 

 

発起人が作成する定款は，公証人の認証を受けなければ，その効力を生じない。（23前-3，

R2前-3） 

 

公証人による定款の認証を受けた後に，創立総会の決議により定款を変更した場合には，改

めて公証人の認証を受ける必要がある。（27前-3，23前-3類題，27後-3類題） 

 

 

 

発起設立の場合において，定款について公証人の認証を受けた後，発起人から，金銭の出資

に代えて自己が所有する不動産を出資したい旨の申出があったときに，発起人の全員の同意を

もって当該定款を変更して，当該発起人の出資の目的を金銭ではなく当該不動産にすること 

はできない。（R2前-4） 
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□□□１:【×】  よらなければならない → よる必要はない 

設立しようとする株式会社が公開会社でない場合であっても，発起設立又は募集設立

いずれの方法によっても設立することができる(25条１項参照)。 

 

 

□□□１:【×】  ３人以上でなければならない → ３人以上である必要はない 

設立しようとする株式会社が公開会社であるか否かにかかわらず，発起人の人数に制

限はない。 
 

□□□２:【×】  できない → できる 

法人は発起人となることができる。定款の絶対的記載・記録事項として，「発起人の

氏名又は名称及び住所」が挙げられており(27条５号)，そのうちの「名称」とは，発

起人が法人である場合についての記述である。したがって，会社法は，法人が発起人

となることができることを前提としている。 

 

 

 

 

□□□１:【○】 26条１項。 

 

 

□□□２:【×】  生じる → 生じない 

株式会社の定款は，公証人の認証を受けなければ，その効力を生じない(30条１項)。 

 

 

□□□３:【○】 30条１項。 

 

 

□□□４:【×】  必要がある → 必要はない 

30条１項。公証人の認証は，定款が真正に作成され，かつ内容が適法であることを確

保するために行われるが，定款の認証が必要とされるのは原始定款についてのみであ

り，その後の定款変更について，改めて認証を受ける必要はない。 

 

□□□５:【○】 30条２項。 
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３．定款の記載・記録事項 

○絶対的記載記録事項 

□□□１

Ａ 

 

□□□２

Ａ 

 

□□□３

Ａ 

 

□□□４ 

Ａ 

 

□□□５ 

Ａ 

 

□□□６ 

Ａ 

 

□□□７ 

Ａ 

 

□□□８

Ａ 

 

□□□９

Ａ 

 

□□□10

Ａ 

 

 

□□□11

Ａ 

 

発起人の氏名又は名称及び住所は，株式会社の設立に際して定款に記載し，又は記録しなけ

ればならない。（24後-3） 

 

設立時取締役の氏名は，定款に記載し，又は記録しなければならない。（30前-4） 

 

 

株式会社の目的及び商号は，定款に記載し，又は記録しなければならない。（25後-3，30前

-4，R2後-4類題） 

 

株式会社の支店の所在地は，定款に記載し，又は記録しなければならない。（25後-3，R2後

-4類題） 

 

株式会社は，資本金の額を定款に記載し，又は記録しなければならない。（25後-13，R2後-4） 

 

 

株式会社の公告方法は，定款に記載し，又は記録しなければならない。（26前-3，18-3類題） 

 

 

定款には，設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を記載し，又は記録しなけれ

ばならない。（24前-3，24後-3類題，30前-4） 

 

発行可能株式総数と設立時発行株式総数は，定款に記載又は記録しなければならない。（24

後-3類題，R2後-4類題） 

 

公証人による定款の認証後でも，発行可能株式総数の定めを設けることができる。 

 

 

発起人は，発起設立の手続において，発行可能株式総数を定款で定めていない場合には，株

式会社の成立の時までに，その全員の同意によって，当該定款を変更して発行可能株式総数の

定めを設けなければならない。（24後-16，28前-1類題） 

 

（株式会社の発起設立の場合において）発起人は，定款で発行可能株式総数を定めている場

合には，株式会社の成立の時までに，その過半数の同意によって，当該発行可能株式総数の定

めを変更することができる。（26前-4，22後-3類題，R5後-3類題） 
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□□□１:【○】  27条５号。 

 

 

□□□２:【×】   しなければならない → しなくてもよい 

設立時取締役の氏名は，定款の絶対的記載・記録事項ではない。 

 
 

 
□□□３:【○】  27条１号，２号。 

 

 

□□□４:【×】   しなければならない → しなくてもよい 

株式会社の本店の所在地は，定款の絶対的記載・記録事項であるが，支店の所在地は，

定款の絶対的記載・記録事項ではない(27条３号参照)。 

 

□□□５:【×】   しなければならない → しなくてもよい 

資本金の額は定款の絶対的記載・記録事項ではない。 

 

□□□６:【×】  しなければならない → しなくてもよい 

株式会社を含む会社の公告方法は，定款の絶対的記載・記録事項ではない（939条１項，

27条参照）。定款に記載・記録していない場合は，官報による方法になる(939条４項・

１項１号)。 
 

□□□７:【○】  27条４号。 

 

 

□□□８:【×】  発行可能株式総数と設立時発行株式総数 → 発行可能株式総数 

発行可能株式総数は，定款の絶対的記載又は記録事項であるが（37条１項）設立時発

行株式総数は，定款の絶対的記載又は記録事項ではない(27条参照)。 

 

□□□９:【○】   発行可能株式総数は，必ずしも原始定款に記載記録する必要はなく，株式会社の成立

の時までに定款に記載・記録すれば足りる(37条１項，98条)。 

 

□□□10:【○】   37条１項。 

 

 

 

□□□11:【×】   過半数の同意 → 全員の同意 

発起設立において，発起人は，定款で発行可能株式総数を定めている場合には，株式

会社の成立の時までに，その全員の同意によって，当該発行可能株式総数の定めを変

更することができる(37条２項)。 
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□□□12

Ａ 

 

 

□□□13

Ａ 

 

□□□14 

Ｂ 

 

募集設立の場合において，定款に発行可能株式総数の定めがないときは，株式会社の成立の

時までに，創立総会の決議によって，定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければ

ならない。（24前-3） 

 

設立する株式会社が公開会社である場合には，設立時発行株式の総数は，発行可能株式総数

の４分の１を下ることができない。（25前-4, R5前-3） 

 

成立後の株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項が定款に定められていない場合に

は，発起人は，株式会社の成立の時までに，当該事項を定款に記載しなければならない。（27

後-3） 

 

 

○相対的記載記録事項 

□□□１

Ｂ 

 

□□□２

Ｂ 

株式の譲渡による取得について，株式会社の承認を要する旨の定めは，株式会社の定款に記

載又は記録しなければ，その効力を生じない。 

 

単元株式数は，株式会社の定款に記載又は記録しなければ，その効力を生じない。 

 

 

○任意的記載記録事項 

□□□１

Ａ 

 

 

□□□２

Ｂ 

株式会社の定款には，会社法の規定により記載又は記録しなければならない事項及び会社法

の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項のほかは，記載又は記録すること

はできない。（29前-4） 

 

会社の事業年度は定款に記載できる事項であるが，いったん定款に記載された場合は，その

改廃のために定款変更の手続を必要とする。 

 

４．定款の備置き，閲覧・謄写  

□□□１

Ｂ 

株式会社の成立前において，発起人は，発起人が定めた時間内は，いつでも，発起人の定め

た費用を支払うことにより，書面をもって作成された定款の謄本の交付を請求することができ

る。（26前-3） 
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□□□12:【○】  98条。より正確には，払込期日又は払込期間の初日のうち最も早い日より前（95条）

は発起人全員の同意（37条１項），それ以降は創立総会の決議（98条）が必要となる。 

 

 

□□□13:【○】  37条３項本文。なお，非公開会社については，この制限は課されない(同条項ただし書)。 

 

 

□□□14:【×】   しなければならない → しなくてもよい 

成立後の株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項は，任意的記載・記録事項で

あり，絶対的記載・記録事項ではない(27条参照)。なお，設立時発行株式に関する事

項を定めようとするときは，定款に定めがある場合を除き，発起人全員の同意が必要

となる(32条１項)。なお，募集設立でも同様である。 

 

□□□１:【○】  107条２項１号イ，108条２項４号。 

 

 

□□□２:【○】  188条１項。 

 

 

 

□□□１:【×】  できない → できる 

 

 

 

 

□□□２:【○】  任意的記載・記録事項であっても，一旦定款に記載・記録すると，その後の改廃には

定款変更手続が必要となる(466条・309条２項11号)。 

 

 

□□□１：【○】  31条２項２号。なお,設立時募集株式の引受人にも定款の閲覧請求権が認められる(102

条１項・31条２項)。 
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第４章 社員の確定（株式の引受け） 

１．発起設立 

□□□１

Ａ 

 

 

□□□２

Ａ 

 

 

□□□３ 

Ｂ 

 

 

□□□４ 

Ａ 

発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する定めを設けようとする場合には，定款

に当該設立時発行株式の数に関する定めがあるときを除き，発起人の全員の同意が必要であ

る。（26前-4，23後-3類題，29後-3類題，R7後-3） 

 

発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は，発起人の議決権の過半数をもって

決定する。（29後-3，R5後-3類題） 

 

 

発起人が，株式会社の設立に際して，成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額に関す

る事項を定めようとする場合は，当該事項について定款に定めがあるときを除き，発起人の全

員の同意を得なければならない。（R5前-4） 

 

発起人は，株式会社の成立後は，錯誤，詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受け

の取消しをすることができない。（22前-3類題，23後-3類題，26後-3類題，R7前-3） 

 

２．募集設立 

□□□１ 

Ａ 

 

□□□２ 

Ａ 

 

□□□３ 

Ａ 

 

 

 

□□□４ 

Ａ 

 

□□□５

Ｂ 

 

 

発起設立と募集設立のいずれの場合においても，発起人は，設立時発行株式を１株以上引き

受けなければならない。（23前-3，29前-3類題，R4前-3） 

 

発起人以外の株式引受人の出資額が定款で定めた設立時の出資価額を超えていれば，発起人

は株式を引き受けなくてもよい。 

 

設立時募集株式の引受人は，創立総会で議決権を行使した後は，引受けの当時，制限行為能

力者であったことを理由として設立時発行株式の引受けの取消しを主張することができない。

（R4前-4） 

 

 

設立時募集株式の引受人は，創立総会においてその議決権を行使した後は，詐欺を理由とし

て設立時発行株式の引受けを取り消すことができない。（28前-4，R4後-3類題） 

 

募集設立の場合において，設立時募集株式の数を超える引受けの申込みがあるときは，発起

人は，各申込者に対し，申込みに係る数に応じて，設立時募集株式を割り当てなければならな

い。（R6前-4）。 
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□□□１:【○】  32条１項１号。なお，募集設立でも同様である。 

 

 

 

□□□２:【×】  発起人の議決権の過半数 → 発起人の全員の同意 

32条１項２号。なお，募集設立でも同様である。 

  

 

□□□３:【○】  32条１項３号。株式発行事項の原則である多数決に対する例外である。 

 

 

 

□□□４:【〇】  51条２項。 

 

 

 

□□□１:【○】  25条２項。 

 

 

□□□２:【×】   株式を引き受けなくてもよい → １株以上引き受けなければならない 

25条２項。発起人に１株以上引き受けさせることにより無責任な会社の設立を防止す

る趣旨であり，設立時の出資価額を超えているか否かは問題とならない。 

 

□□□３:【×】   できない → できる 

設立時募集株式の引受人は，創立総会で議決権を行使した後は，引受けの当時，制限

行為能力者であったことを理由として設立時発行株式の引受けの取消しを主張するこ

とができる(102条６項参照)。錯誤，詐欺又は強迫を理由とする取消しについては本記

述における制限があるが，制限行為能力者であったことを理由とする取消しにはその

ような制限はない。 
 

□□□４:【○】  102条６項。同様に錯誤又は強迫を理由として取り消すこともできない。 

 

 

□□□５:【×】   割り当てなければならない → 割り当てる必要はない 

本記述のような規定はない（割当自由の原則，60条１項後段参照）。 
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□□□６

Ｂ 

 

設立時募集株式を引き受けようとする者が，その総数の引受けを行う契約を締結する場合に

は，発起人は，その者に対し，設立時募集株式に関する事項等を通知することを要しない。（R6

前-3）。 

 

第５章 会社財産の確保（出資の履行） 

１．発起設立 

□□□１ 

Ａ 

 

 

□□□２ 

Ａ 

 

 

発起人は，設立時発行株式の引受け後遅滞なく，その引き受けた設立時発行株式につき，そ

の出資に係る金銭の全額を払い込み，又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなけ

ればならない。（28後-4） 

 

発起人が，出資の履行をしていない発起人に対して，一定の期日までに当該出資の履行をし

なければならない旨の通知を法定の期間に行った場合において，当該通知を受けた発起人は，

当該期日までに当該出資の履行をしないときには，当該出資の履行をすることにより設立時発

行株式の株主となる権利を失う。（29前-4，R6前-3類題） 

 

２．募集設立 

□□□１ 

Ａ 

募集設立の方法で会社を設立するにあたって，設立時募集株式の引受人は，その全額の払込

みをしなければならず，その払込みをしないときは，当然に失権する。（R2後-3，R4後-3類題） 

 

第６章 機関の具備（設立時取締役等の選任） 

１．発起設立 

□□□１ 

Ａ 

 

 

 

□□□２ 

Ａ 

 

 

 

□□□３ 

Ｂ 

 

 

 

設立時取締役は，発起人の中から選任しなければならない。（26後-3，30前-3） 

 

 

 

 

発起設立の場合における設立時取締役の選任は，定款に設立時取締役として定められた者が

ある場合を除き，発起人の議決権の過半数をもって決定する。なお，設立される株式会社は，

種類株式発行会社ではないものとする。（25後-4，22後-3類題，23後-3類題，29後-4類題，R4

前-3類題） 

 

発起設立の場合において，設立時監査等委員である設立時取締役の解任は，発起人の議決権

の３分の２以上に当たる多数をもって決定する。なお，設立される株式会社は，種類株式発行

会社ではないものとする。（R5前-4） 
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□□□６:【○】  61条，59条。 

 

 
             

□□□１:【○】  34条１項本文。 

 

 

 

□□□２:【○】  36条。発起人が，出資の履行をしていない発起人に対して，一定の期日までに出資の

履行をしなければならない旨を法定の期間に通知した場合において，当該通知を受け

た発起人は，当該期日までに当該出資の履行をしない場合には，当該出資の履行をす

ることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。 

 

 

□□□１:【○】  63条１項，３項。 

 

 

 

 

□□□１:【×】  発起人の中から選任しなければならない → 発起人の中から選任しなければならな

いわけではない 

          38条１項参照。選任の対象は発起人に限定されていない。なお，募集設立も同様であ

る(94条１項参照)。 

 

□□□２:【○】  40条１項。 

 

 

 

 

□□□３:【○】  43条１項かっこ書。監査等委員の解任特別決議要件（309条２項７号）同様，加重され

る。 

 

 
 



 

 

 

- 38 - 

□□□４ 

Ａ 

 

 

 

□□□５ 

Ｂ 

 

 

□□□６ 

Ａ 

 

 

□□□７ 

Ａ 

 

取締役会設置会社でかつ監査役設置会社であり，種類株式発行会社ではない株式会社を設立

しようとする発起設立の場合においては，株式会社の成立の時までに行う設立時監査役の解任

は発起人の議決権の過半数をもって決定しなければならない。（22後-3，26後-3，25後-4類題，

29後-3類題） 

 

取締役会設置会社であり，種類株式発行会社ではない株式会社を設立しようとする発起設立

の場合において，株式会社の成立の時までに行う設立時代表取締役の解職は，設立時取締役の

３分の２以上に当たる多数をもって決定しなければならない。（22後-3） 

 

（株式会社の発起設立に関して）公証人の認証を受けた定款で設立時取締役として定められ

た者は，出資の履行が完了した時に，設立時取締役に選任されたものとみなされる。（25前-3, 

R5後-4類題） 

 

（株式会社の発起設立に関して）発起人は，公証人の認証を受けた定款で定められて選任さ

れたものとみなされた設立時取締役を，株式会社の成立の時までの間，解任することができな

い。（25前-3，28前-3類題，R6後-4） 

 

 

２．募集設立 

□□□１ 

Ａ 

 

 

 

□□□２ 

Ａ 

 

□□□３ 

Ｂ 

 

 

□□□４ 

Ｂ 

募集設立の場合における設立時取締役の選任は，創立総会において議決権を行使することが

できる設立時株主の議決権の過半数であって，出席した当該設立時株主の議決権の過半数を要

件とする創立総会の決議によって行われなければならない。（25後-4，29後-4類題，R4前-3類

題） 

 

募集設立の場合における設立時監査役の解任は，株式会社の成立の時までの間，創立総会の

決議によって行うことができる。（25後-4） 

 

取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）を募集設立により設立する場合には，

創立総会の決議によって，設立時代表取締役を選定しなければならない。（28前-4） 

 

 

設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合において，当該株式会社の設

立に際して執行役となる者を選任するときには，設立時取締役の過半数をもってこれを決す

る。（R7後-4） 
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□□□４:【×】  過半数 → ３分の２以上の多数 

43条１項かっこ書。 

 

 

 

□□□５:【×】  ３分の２以上に当たる多数 → 過半数 

47条２項，３項。 

 

 

□□□６:【○】  38条４項。 

 

 
 
 
 

□□□７:【×】  できない →  できる 

発起人は，株式会社の成立の時までの間，その選任した設立時取締役を解任すること

ができる。38条４項により設立時取締役に選任されたものとみなされたものも同様で

ある(42条かっこ書)。 
 

 

 
□□□１:【×】   議決権の過半数 → 議決権の３分の２以上 

設立時取締役を選任する創立総会の決議（88条１項）は，当該創立総会において議決

権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって，出席した当該設立

時株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う(73条１項)。 
 
 
 
 

□□□２:【○】  91条。 

 

□□□３:【×】  創立総会の決議によって → 設立時取締役の過半数をもって 

取締役会設置会社（指名委員会等設置会社を除く。）を設立する場合には，発起設立

であれ，募集設立であれ，設立時取締役の過半数をもって，設立時代表取締役を選定

する(47条１項，３項)。 

 

□□□４:【○】  48条１項２号，３項。 
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第７章 設立時取締役（設立時監査役）の調査 

□□□１ 

Ｂ 

 

 

□□□２ 

Ｂ 

 

 

 

□□□３ 

Ａ 

 

設立時取締役は，その選任後遅滞なく，出資の履行が完了していることを調査しなければな

らない。（R4前-3） 

 

 

設立時取締役は，株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないかどうかを調査し

なければならない。（28後-3） 

 

 

 

設立時取締役は，発起人が法令若しくは定款に違反する行為をし，又はこれらの行為をする

おそれがある場合には，会社法に基づき，当該発起人に対し，当該行為をやめることを請求す

ることができる。（30前-3，R6後-3） 

 

第８章 創立総会 

□□□１ 

Ａ 

 

□□□２ 

Ｂ 

 

□□□３ 

  Ｂ 

 

 

 

 

 

 

□□□４ 

Ａ 

 

 

□□□５ 

Ａ 

 

発起人は，払込期日またはその期間の末日のうち最も遅い日以後，遅滞なく，創立総会を招

集しなければならない。 

 

設立時株主は，必要があると認めるときは，いつでも，創立総会を招集することができる。

（29後-4） 

 

 発起人が会社法所定の時期に創立総会の招集通知を設立時株主に対して発する場合におい

て，当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知していると 

きであっても，当該招集通知は，設立時募集株式の引受けの申込みに際して当該設立時株主が

発起人に交付した書面に記載された当該申込みをする者の住所にあてて発することで足りる。

（R7前-4） 

 

 

 

創立総会は，会社法に規定する事項及び株式会社の設立その他株式会社に関する一切の事項

について決議をすることができる。（29後-4） 

 

 

公証人の認証を受けた定款は，創立総会の決議によって変更することができる。（29後-4，

R3-3） 
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□□□１:【○】  発起設立であれ，募集設立であれ，設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査

役設置会社である場合にあっては，設立時取締役及び設立時監査役）は，その選任後

遅滞なく，出資の履行が完了していることを調査しなければならない(発起設立につき

46条１項３号，募集設立につき93条１項３号)。 

  

□□□２:【○】  発起設立であれ，募集設立であれ，設立時取締役（設立しようとする株式会社が監査

役設置会社である場合にあっては，設立時取締役及び設立時監査役）は，その選任後

遅滞なく，株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないかどうかを調査し

なければならない(発起設立につき46条１項４号，募集設立につき93条１項４号)。 

 

□□□３:【×】  できる →  できない 

設立時取締役が法令若しくは定款に違反する事実又は不当な事項を発見したときは発

起人に通知する必要はある(46条２項)。しかし，設立時取締役に差止請求権を認める

規定はない。 

 
 

□□□１:【○】   65条１項。 

 

 

□□□２:【×】   できる → できない 

創立総会の招集権者は発起人であり，発起人は，必要があると認めるときは，いつでも，

創立総会を招集することができる(65条２項)。 

 

□□□３:【×】   通知しているときであっても～設立時募集株式の引受けの申込みに際して当該設立時株

主が発起人に交付した書面に記載された当該申込みをする者の住所にあてて発すること

で足りる → 通知しているときは～当該設立時株主が発起人に別に通知した，その場

所又は連絡先にあてて発しなければならない 

発起人が会社法所定の時期に創立総会の招集通知を設立時株主に対して発する場合にお

いて，当該設立時株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を発起人に通知して

いるときは，当該招集通知は，設立時募集株式の引受けの申込みに際して当該設立時株

主が発起人に交付した書面に記載された当該申込みをする者の住所ではなく，当該設立

時株主が発起人に別に通知した，その場所又は連絡先にあてて発しなければならない(68

条５項かっこ書)。 

 

□□□４:【×】  会社法に規定する事項及び株式会社の設立その他株式会社に関する一切の事項につい

て → 会社法第２編第１章第９節（募集による設立）に規定する事項及び株式会社の

設立の廃止，創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り 

66条。 
 
  

□□□５:【○】   96条。 
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□□□６ 

Ａ 

 

□□□７ 

Ｂ 

 

□□□８ 

Ｂ 

 

□□□９ 

Ａ 

 

□□□10 

  Ａ 

 

 

□□□11 

Ｂ 

 

□□□12 

Ａ 

 

 

 

□□□13 

Ｂ 

 

 

□□□14 

Ａ 

 

 

□□□15 

Ｂ 

 

 

募集設立の場合において，設立時募集株式と引換えにする金銭の出資の払込みの期日以後の

定款の変更は，創立総会の決議によらなければならない。（31前-4） 

 

募集設立の場合において，設立時株主は，設立時取締役に対し，発行可能株式総数の変更を

創立総会の目的とすることを請求することができる。（R6前-4） 

 

募集設立の場合において，創立総会は，招集の通知に設立の廃止の議題の記載又は記録がな

いときであっても，株式会社の設立の廃止の決議をすることができる。（R5後-4） 

 

創立総会で設立の廃止を決議する場合には，設立時株主は，その引き受けた設立時発行株式

が議決権制限株式であっても，議決権を行使することができる。（27後-3類題，R3-3類題） 

 

株式会社の創立総会の決議は，当該創立総会において議決権を行使することができる設立時

株主の議決権の過半数であって，出席した当該設立時株主の議決権の３分の２以上に当たる多

数によって行う。（24前-3類題，R6後-4類題） 

 

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除き，創立総会において定款を

変更し，全部の株式を取得条項付株式とするには，設立時株主全員の同意が必要である。 

 

設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合を除き，創立総会において定款を

変更し，その発行する全部の株式を譲渡制限株式とする場合には，当該創立総会の決議は，当

該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の３分の２以上に当

たる多数をもって行わなければならない。（27前-3類題，R3-3） 

 

募集設立の場合において，株式会社の成立により発起人が受ける報酬及びその発起人の氏名

又は名称が定款に記載又は記録されていないときは，これを創立総会の決議により定めること

ができる。（R5前-4） 

 

創立総会において，設立時株主は，その有する議決権について，不統一行使をすることがで

きない。（30後-4，27前-3類題，R3-3） 

 

 

創立総会においてその延期について決議があった場合には，発起人は，後日開催される創立

総会について招集通知を発しなければならない。（R7前-4） 
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□□□６:【○】  募集設立の場合において，設立時募集株式と引換えにする金銭の出資の払込みの期日

以後の定款の変更は，創立総会の決議によらなければならない(95条，96条)。 

 

□□□７:【×】  できる → できない 

創立総会の目的（議題）は，発起人が定める(67条１項２号)。 

 

□□□８:【〇】  66条，67条１項２号，73条４項ただし書。 

 

 

□□□９:【○】   72条３項。 

 

 

□□□10:【○】   73条１項。 

 

 

 

□□□11:【○】  73条３項。 

 

  

□□□12:【×】  設立時株主の議決権の３分の２以上に当たる多数 → 設立時株主の半数以上であっ

て，当該設立時株主の議決権の３分の２以上に当たる多数  

当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の半数以上であって，

当該設立時株主の議決権の３分の２以上に当たる多数の賛成が必要である(73条２項)。 

 

□□□13:【×】  できる → できない 

         発起人の報酬等は，変態設立事項の一つとして原始定款に記載又は記録する必要があ

り(28条３号)，創立総会の決議によっても追加することができない(判例)。 

 

□□□14:【×】  できない → できる 

77条１項前段。なお，設立時株主がその有する議決権を統一しないで行使する場合に

は，当該設立時株主は，創立総会の日の３日前までに，発起人に対して，議決権を統

一しないで行使する旨及びその理由を通知しなければならない 

 

□□□15:【×】  発しなければならない → 発する必要はない 

         80条。 
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□□□16 

Ｂ 

 

 

 

□□□17 

Ｃ 

 

 

 

□□□18

Ｂ 

創立総会において，定款に記載し， 又は記録した現物出資に関する事項を変更する定款の

変更の決議をした場合には，当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は，会社法

所定の期間内に限り，その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。

（R7前-4） 

 

募集設立により設立された株式会社において，創立総会の決議によりその発行する全部の株

式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを

定款に設けたときは，創立総会において当該決議に反対した者は，当該株式会社に対し，自己

の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。（R5後-4） 

 

設立時株主が創立総会の決議の取消しを求める訴えは，会社成立の日から３か月以内に提起

しなければならない。 

 

第９章 法人格取得手続（設立登記） 

□□□１ 

Ａ 

 

□□□２ 

Ｃ 

 

□□□３ 

Ａ 

 

□□□４ 

Ａ 

 

□□□５ 

Ａ 

 

□□□６ 

Ａ 

 

株式会社は本店所在地における設立の登記によって成立する。 

 

 

会社は，法定の要件がみたされれば，行政官庁の許可を要せず設立登記によって当然成立す

る。 

 

発起人の氏名又は名称及び住所は定款の絶対的記載記録事項であり，設立登記事項である。 

（24後-3類題） 

 

会社の目的は定款の絶対的記載記録事項であり，設立登記事項である。 

 

 

発起人は，出資の履行をした日に，設立時発行株式の株主となる。（23前-3） 

 

 

設立時募集株式の引受人は，設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日が定められ

ている場合には，当該期日において，出資の履行をした設立時募集株式の株主となる。（28前

-3） 
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□□□16:【○】   97条。 

 

 

 

 

□□□17:【×】  できる → できない 

                  会社法上特に規定がない。会社成立時を挟んでそのような株式買取請求権による投下

資本の回収は保障されない。 

 

 

□□□18:【×】  会社成立の日 → 決議の日 

831条１項。 

 

 

□□□１:【○】   49条，911条。 

 

 

□□□２:【○】  会社の設立に関し，現行法では，「成立のための一定の要件を法律上定め，その要件

を充足する手続が履行されたときは当然に会社の成立を認める」という準則主義が採

られている。 

 

□□□３:【×】   設立登記事項である → 設立登記事項ではない 

定款の絶対的記載・記録事項（27条５号）であるが，設立登記事項ではない。 

 

□□□４:【○】   27条１号。911条３項１号。 

 

 

□□□５:【×】  出資の履行をした日 → 会社の成立の時 

50条１項。 

 

□□□６:【×】   当該期日 → 会社の成立の時   

102条２項。 
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第10章 変態設立事項に関する規制 

１．規制の概要 

□□□１ 

Ａ 

 

□□□２ 

Ａ 

 

□□□３ 

Ａ 

 

□□□４ 

Ａ 

 

 

□□□５ 

Ｃ 

 

 

 

□□□６ 

Ａ 

 

 

□□□７ 

Ａ 

 

□□□８ 

Ａ 

 

□□□９ 

Ａ 

 

 

 

 

発起設立の場合，公証人による定款の認証後でも，発起人全員の同意を得れば，変態設立事

項を新たに定めることができる。（26後-3） 

 

創立総会の権限は，設立に関する一切の事項に及ぶが，変態設立事項の変更についてはその

縮小または削除に限られる。（R2前-3類題） 

 

株式会社を設立しようとする場合，変態設立事項について裁判所に検査役の選任の申立てを

するのは発起人である。 

 

現物出資に関する事項を調査するために裁判所により選任された検査役は，必要な調査を行

い，当該調査の結果を記載した書面等を裁判所に提供して報告をしなければならない。（30後

-3） 

 

会社の設立又は募集株式の発行等において現物出資がなされる場合，裁判所が現物出資財産

の価額を調査するために選任する検査役は，弁護士，弁護士法人，公認会計士，監査法人，税

理士，税理士法人又は不動産鑑定士のいずれかの資格を有するものでなければならない。 

 

 

公証人の認証を受けた定款に発起人の報酬に関する事項についての記載又は記録があり，当

該事項の調査のため検査役が選任された場合において，検査役の報告を受けた裁判所は，当該

事項を不当と認めたときは，これを変更する決定をしなければならない。（26前-3） 

 

現物出資の目的たる財産の定款に定める価額の総額が400万円であれば，検査役の調査は不

要である。 

 

発起人の報酬・特別の利益についても裁判所選任の検査役の調査が必要であるが，その額が

少額である場合，その調査が免除されうる。（25後-3類題） 

 

現物出資については，裁判所の選任する検査役の調査が必要であるが，現物出資の目的が不

動産であるときは，不動産鑑定士の鑑定評価を受けるだけで，検査役の調査を省略することが

できる。（24前-2類題） 

 

 

 



Personal－Date－Check 
 

 

- 47 - 

 

 

 

□□□１:【×】  できる → できない 

公証人による定款の認証後は，たとえ発起人全員の同意を得ても変態設立事項を新た

に定めることはできない。 

 

□□□２:【○】  創立総会に欠席した株主の利益や債権者の利益を考慮して，変態設立事項を追加する

ことは許されないと解されている(判例)。 

 

□□□３:【○】  33条１項。 

 

 

□□□４:【○】  33条４項。 

 

 

 

□□□５:【×】  弁護士，弁護士法人，公認会計士，監査法人，税理士，税理士法人又は不動産鑑定士

のいずれかの資格を有するものでなければならない → そのような制限はない  

33条２項，207条２項参照。 

 

 

□□□６:【○】  33条７項。 

 

  

 

□□□７:【○】  33条10項１号。 

 

 

□□□８:【×】  免除されうる → 免除されることはない 

発起人の報酬・特別の利益については検査役の免除の特例はない(33条10項参照)。 

 

□□□９:【×】  不動産鑑定士の鑑定評価を受けるだけで → 弁護士等の証明及び不動産鑑定士の鑑

定評価を受ければ  

33条10項３号かっこ書。 
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